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一
八
八
〇
年
前
後
に
お
け
る
地
方
行
政
の
方
針
に
つ
い
て

は
じ
め
に

日
本
に
お
け
る
近
・
現
代
史
に
お
い
て
、
部
落
問
題
と
い
う
社
会
的
差
別
の
問
題

が
ど
う
し
て
残
さ
れ
て
い
る
か
が
学
問
的
に
問
わ
れ
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
い
く
つ

（鞋1）

か
の
理
論
（
仮
説
）
が
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
。

そ
の
中
の
一
つ
に
、
近
代
に
お
け
る
部
落
問
題
の
成
立
を
、
明
治
天
皇
制
国
家
の

確
立
に
求
め
る
理
論
が
出
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
天
皇
制
的
身
分
支
配
が
部
落
問

題
・
部
落
差
別
を
成
立
さ
せ
て
き
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
筆
者
ほ
い
ま
、

こ
の
理
論
を
検
証
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
方
法
論
と
と
も
に
、
ま
ず
具
体
的
な

基
礎
的
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
天
皇
制
身
分
支
配
＝
明
治
天
皇
制
国
家
の
確
立
に
よ
る
部
落
支
配
を
考
え

る
前
鍵
と
し
て
、
一
八
八
〇
年
代
の
天
皇
制
国
家
の
確
立
期
に
お
け
る
地
方
行
政
の

実
態
を
、
長
野
県
の
事
例
を
と
お
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
場
合
、
こ

の
小
論
で
は
、
長
野
県
行
政
・
郡
行
政
の
行
政
方
針
－
基
本
的
方
針
を
検
討
す
る
こ

と
か
ら
始
め
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
う
え
で
他
日
を
期
し
て
、
そ
れ
に
た
い
す
る
民

衆
の
対
応
の
特
徴
を
考
え
、
さ
ら
に
部
落
住
民
の
動
向
を
多
面
的
に
把
握
し
て
み
た

い
と
念
願
し
て
い
る
。

以
下
に
検
証
す
る
ポ
イ
ソ
ト
を
略
記
し
て
い
く
。

青

　

　

木

　

　

孝

　

　

寿

Ⅲ
一
八
七
八
年
（
明
治
1
1
）
の
北
陸
・
東
海
巡
幸
に
お
い
て
楢
崎
寛
直
県
令
が
明
治

天
皇
に
奏
上
し
た
「
祝
詞
」
を
解
介
し
、
長
野
県
行
政
が
い
か
な
る
問
題
に
関
心

を
持
っ
て
い
た
か
を
考
え
る
。

㈲
つ
ぎ
に
こ
の
と
き
同
県
令
が
明
治
天
皇
に
奏
上
し
た
「
県
治
提
要
」
を
史
料
紹
介

し
、
西
南
戦
争
直
後
の
政
情
定
ま
ら
な
い
時
期
に
、
県
令
が
重
視
し
た
県
政
方
針

を
あ
げ
て
み
た
い
。

刷
一
八
八
〇
年
（
明
治
1
3
）
楢
崎
県
令
が
、
設
置
間
も
な
い
郡
役
所
を
巡
視
し
、
郡

政
の
実
況
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
県
政
と
県
民
の
対
応
を
認
識
し
ょ
ぅ
と
し
た
。

そ
の
際
の
県
令
へ
の
郡
長
上
申
書
を
検
討
し
た
い
。

㈲
こ
の
郡
長
上
申
書
か
ら
、
都
政
担
当
者
が
郡
民
（
県
民
）
を
ど
う
認
識
し
て
い
た

か
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
県
政
出
先
激
闘
の
方
針
の
一
端
を
み
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
ポ
イ
ソ
ト
に
視
点
を
お
く
が
、
行
政
方
針
に
か
か
わ
る
史
料
を
紹

介
し
検
討
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た

い。

l
　
北
陸
・
東
海
巡
幸
と
「
県
治
提
要
」

明
治
天
皇
の
全
国
巡
幸
・
行
幸
は
、
一
八
六
八
年
（
明
治
1
）
か
ら
一
九
一
二
年
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（
明
治
4
5
）
ま
で
の
一
代
に
わ
た
り
、
全
国
的
に
あ
る
い
は
そ
の
一
部
に
実
施
さ
れ

（8）

て
き
た
。
巡
幸
期
間
だ
け
と
っ
た
一
カ
月
以
上
に
わ
た
る
巡
幸
・
行
幸
は
、
一
八
七

二
年
（
明
治
5
）
の
西
国
巡
幸
、
七
六
年
（
明
治
9
）
　
の
奥
羽
巡
幸
、
七
七
年
（
明

治
1
0
）
　
の
近
畿
行
幸
、
七
八
年
（
明
治
1
1
）
　
の
北
陸
・
東
海
巡
幸
、
八
〇
年
（
明
治

1
3
）
　
の
山
梨
・
三
重
∴
京
都
巡
幸
、
九
〇
年
（
明
治
2
3
）
　
の
愛
知
県
下
・
京
都
・

呉
・
佐
世
保
及
び
江
田
島
行
幸
、
九
四
・
九
五
年
（
明
治
2
7
・
2
8
）
の
広
島
・
京
都

行
幸
、
九
七
年
（
明
治
3
0
）
の
京
都
行
幸
の
八
回
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
天
皇
制
確
立

（4）

期
ま
で
に
六
回
を
か
ぞ
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
中
で
長
野
県
を
通
行
し
た
の
が
、
一
八
七
八
年
の
「
北
陸
・
東
海
御
巡

幸
」
で
あ
り
、
八
〇
年
の
「
山
梨
・
三
重
二
月
都
御
巡
幸
」
で
あ
っ
て
、
大
規
模
な

巡
幸
が
二
回
も
長
野
県
を
通
行
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
長
期
間
の
巡
幸
・
行
幸
が
明
治
前
期
に
集
中
し
た
こ
と
は
、
明
治
政

府
の
天
皇
制
確
立
の
た
め
の
布
石
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
、
一
八
七
六
年
の
奥
羽
巡
幸
か
ら
l
八
八
〇
年
の
山
梨
二
二
重
二
月
都
巡
幸
ま
で

四
回
が
明
治
十
年
前
後
転
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
由
民
権
運
動
と
い
う
下
か
ら

の
民
主
主
義
運
動
転
封
す
る
、
上
か
ら
の
巡
幸
・
行
幸
に
よ
る
切
り
崩
し
政
策
の
一

環
を
示
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
七
八
年
の
北
陸
・
東
海
巡
幸
は
、
八
月
三
十
日
東
京
を
出
発
し
て
十
一
月
九

日
東
京
に
帰
る
、
七
二
日
に
及
ぶ
も
の
で
、
そ
の
う
ち
長
野
県
に
お
い
て
は
、
九
月

六
日
軽
井
沢
に
入
り
、
中
山
道
・
北
国
街
道
を
北
進
し
て
、
九
月
十
日
新
潟
県
関
川

に
至
る
五
日
間
で
あ
っ
た
。

（5）

長
野
県
編
「
北
陸
東
海
両
道
御
巡
幸
二
付
当
県
下
御
通
行
中
記
事
」
に
よ
る
と
、

九
月
九
日
、
長
野
町
御
駐
輩
、
午
前
第
八
時
ノ
御
出
門
ニ
テ
県
令
楢
崎
寛
直
御

先
導
ヲ
為
シ
県
庁
へ
臨
御
ア
リ
、
（
略
）
鳳
聾
ハ
県
庁
ノ
玄
関
ニ
テ
止
り
、
夫
ヨ

リ
御
車
ヲ
下
ラ
セ
ラ
レ
、
先
ヅ
便
殿
二
着
御
ア
リ
、
少
頃
ア
ッ
テ
県
令
御
先
導
ヲ

為
シ
正
庁
二
人
ラ
セ
ラ
ル
、
此
処
二
於
テ
県
令
ハ
祝
詞
及
奏
上
ヲ
奉
り
、
県
治
事

務
奏
上
セ
リ
、
（
下
略
）

と
あ
り
、
長
野
県
令
楢
崎
寛
直
が
明
治
天
皇
に
祝
詞
を
奏
上
し
、
県
治
事
務
を
奏
上

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
以
上
を
含
め
て
奏
上
し
た
蕃
塀
の
す
べ
て
は
つ
ぎ
の
と

（6）

お
り
で
、
二
〇
種
に
達
し
た
。

l
祝
　
詞

l
奏
上
県
治
挺
要

一
長
野
県
師
範
学
校

一
小
学
校

l
病
　
院

一
警
察
署
及
分
署
巡
査
ノ
員
数

一
勧
業
ノ
方
法

一
荒
地
並
開
墾
地
取
調

一
孝
子
節
婦
奇
特
及
忠
臣
義
士
取
調

一
西
南
出
征
戦
死
人
等
取
調

「
長
野
県
職
員
録

一
管
下
八
十
歳
以
上
及
百
歳
以
上
人
員
取
調

一
信
濃
国
明
細
全
国

一
一
覧
表

一
陳
列
物
産
日
銀
（
一
及
二
）

l
勧
業
場
陳
列
物
産
日
銀

一
勧
業
場
陳
列
舌
苔
書
画
目
録

一
勧
業
工
場
職
工
人
名
書

l
明
治
十
年
度
定
額
内
外
常
費
並
臨
時
費
共
実
際
仕
払
取
詞

一
著
名
物
産
目
次

以
上
弐
拾
条

こ
れ
ら
の
う
ち
で
明
治
政
府
の
地
方
官
と
し
て
地
方
行
政
に
当
た
る
県
令
の
姿

勢
・
意
識
が
ま
と
ま
っ
て
理
解
で
き
る
の
が
、
祝
詞
と
県
治
捷
要
で
あ
り
、
他
の
奏

上
書
類
も
、
県
令
が
重
視
す
る
行
政
資
料
を
示
し
て
い
る
と
と
も
に
、
明
治
政
府
が
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地
方
行
政
の
理
解
・
把
鐘
に
必
要
と
し
て
い
る
も
の
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
意

味
で
、
右
の
目
録
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
第
l
に
県
令
の
祝
詞
を
み
ょ
う
。

（7）

祝

　

詞

維
明
治
十
一
年
八
月
升
目
北
陸
東
海
ノ
両
道
巡
幸
ト
シ
テ
、
籠
駕
東
京
ヲ
発
シ
玉

ヒ
、
☆
ニ
九
月
九
日
ヲ
以
テ
躍
ヲ
長
野
県
二
駐
メ
、
親
ク
県
治
土
俗
民
情
ノ
如
何

ヲ
観
察
シ
、
普
ク
時
雨
ノ
恩
沢
二
浴
セ
シ
メ
玉
7
、
聖
恩
ノ
鴻
大
ナ
ル
天
地
卜
蘇

り
無
シ
、
臣
寛
直
僚
属
卜
同
ク
護
ソ
デ
祝
辞
ヲ
上
ル
、

●

　

　

●

　

　

●

　

　

●

　

　

●

　

　

●

　

　

●

　

　

■

　

　

●

　

　

●

　

　

◆

　

　

一

　

　

●

　

　

●

　

　

●

　

　

●

　

　

●

　

　

●

　

　

¢

　

　

●

　

　

●

　

　

◆

伏
テ
以
ル
こ
、
陛
下
ノ
位
二
即
キ
玉
フ
ヤ
内
患
外
窺
猶
宋
ダ
全
ク
理
セ
ズ
、
辺
境

尚
ヲ
王
化
二
梗
ス
ル
者
無
キ
ニ
非
ズ
、
惟
レ
陛
下
ノ
神
聖
ナ
ル
治
ヲ
求
ム
ル
ニ
汲

々
シ
テ
賢
ヲ
立
ツ
ル
ニ
方
ナ
ク
、
穿
ネ
ク
俊
父
ヲ
羅
シ
テ
官
二
在
ラ
シ
メ
宵
肝
以

テ
廉
慮
ヲ
労
セ
ラ
ル
、
事
一
夫
モ
其
所
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
無
カ
ラ
ッ
ム
ル
ニ
在
り
、

今
ヤ
内
外
既
二
安
ク
、
治
具
方
二
張
ル
、
猶
且
寧
処
セ
ズ
無
逸
ヲ
前
史
二
逐
ヒ
如

傷
ノ
慈
仁
ヲ
播
ス
、
東
幸
北
巡
親
ク
稼
穂
ノ
難
難
ヲ
視
察
シ
、
普
ク
億
兆
ノ
利
病

ヲ
客
絢
シ
、
孝
子
節
婦
忠
臣
烈
士
ノ
旗
表
ヨ
リ
、
養
老
他
災
ノ
典
二
至
ル
マ
デ
、

其
盛
燭
ノ
歴
々
タ
ル
開
聞
以
遠
未
ダ
曽
テ
有
ラ
ザ
ル
所
ニ
シ
テ
、
今
即
チ
有
り
、

鼓
二
於
テ
カ
龍
旗
ノ
閃
ク
所
戸
々
仁
風
ノ
諸
々
タ
ル
ヲ
掬
シ
、
鳳
駕
ノ
過
グ
ル
所

人
々
恩
雨
ノ
霹
々
タ
ル
ニ
浴
ス
、
借
山
ノ
重
畳
セ
ル
曽
テ
辺
障
ノ
念
ヲ
起
サ
ズ
、

越
海
ノ
砂
洋
タ
ル
同
ク
聾
下
二
安
居
ノ
恩
ヲ
為
ス
、
徳
輝
ノ
照
臨
ス
ル
所
、
独

臣
等
感
激
ノ
重
工
耐
へ
ザ
ル
ノ
、
、
、
ナ
ラ
ズ
管
下
首
万
蒼
生
ノ
遍
ネ
ク
舞
贋
ヲ
知
ラ

ザ
ル
所
ナ
リ
、
異
天
同
棲
洞
塊
ノ
能
ク
尽
ス
べ
キ
ニ
非
ズ
、
区
二
惟
宝
詐
ノ
無
彊

ヲ
祈
ル
ノ
ミ
、
謹
デ
祝
ス
、

明
治
十
l
年
九
月
九
日

長
野
県
令
正
六
位
　
臣
楢
　
崎
　
寛
　
直

（
傍
点
筆
者
）

こ
の
祝
詞
で
は
、
巡
幸
の
目
的
を
、
「
親
ク
県
治
土
俗
民
情
ノ
如
何
ヲ
観
察
シ
、

普
ク
時
雨
ノ
恩
沢
二
浴
セ
シ
メ
玉
フ
」
「
東
華
北
巡
親
ク
稼
稲
ノ
難
難
ヲ
視
察
シ
、

普
ク
億
兆
ノ
利
病
ヲ
容
諦
シ
、
孝
子
節
婦
忠
臣
烈
士
ノ
旋
表
ヨ
リ
、
養
老
他
災
ノ
典

二
重
ル
マ
デ
」
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
、
最
大
限
の
言
葉
を
も
っ
て
巡

幸
の
意
義
を
た
た
え
祝
詞
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
中
で
県
令
は
、
「
陛
下
ノ
位
二
郎
キ
玉
フ
ヤ
内
患
外
窺
猶
未
ダ
全
ク
理
セ
ズ
、

辺
境
尚
ヲ
王
化
二
梗
ス
ル
者
無
キ
ニ
非
ズ
」
の
状
態
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
今
ヤ

内
外
既
二
安
ク
、
治
具
方
二
張
ル
」
と
述
べ
て
天
下
が
太
平
に
な
っ
て
き
た
と
し

た
。
た
し
か
に
明
治
初
年
以
来
の
内
乱
の
収
拾
、
新
政
へ
の
反
対
運
動
の
鎮
静
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
列
強
と
の
対
応
、
朝
鮮
へ
の
抑
圧
（
日
朝
修
好
条
規
）
な
ど
を
通
じ
て
、

「
内
外
既
二
安
ク
、
治
具
方
二
張
ル
」
と
い
う
県
令
の
認
識
が
出
て
き
た
け
れ
ど

も
、
し
か
し
前
年
の
西
南
戦
争
、
お
よ
び
自
由
民
権
運
動
の
激
化
の
兆
候
は
軽
視
で

き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

長
野
県
師
範
学
校
編
「
御
巡
幸
参
拾
年
紀
念
号
」
（
『
学
友
』
第
三
七
号
）
に
よ
れ

（8）ば、

御
若
輩
数
且
別
よ
り
、
白
の
洋
傘
に
千
金
丹
と
大
書
せ
る
を
翳
し
、
大
声
を
放

ち
て
千
金
丹
を
売
り
廻
れ
る
老
来
十
人
と
な
く
長
野
に
入
り
込
み
し
が
、
当
日
は

其
影
だ
に
も
止
め
ず
な
り
ぬ
。
時
恰
か
も
西
南
の
役
を
了
へ
て
一
年
の
事
な
れ

ば
、
市
民
等
は
或
は
御
巡
幸
に
付
き
改
め
地
方
の
状
況
を
偵
察
せ
し
め
ん
た
め
の

者
な
ら
ず
や
と
、
噂
取
々
な
り
し
と
か
や
。
事
の
真
偽
は
知
る
に
由
た
き
も
、
人

心
未
だ
静
か
な
ら
ぬ
事
新
の
如
く
な
れ
ば
、
行
在
所
は
橋
の
前
後
門
の
内
外
、
共

に
巡
査
騎
兵
を
配
置
し
て
、
厳
重
に
取
締
り
、
市
中
全
部
は
供
奉
の
警
部
・
巡

査
・
騎
兵
及
び
本
県
の
警
部
・
巡
査
合
せ
て
教
官
名
に
て
代
る
々
々
巡
遷
し
、
非

常
を
戒
め
た
り
。

と
あ
る
。
こ
の
記
述
は
記
念
号
編
集
者
の
文
か
、
何
か
の
史
料
に
も
と
づ
い
た
も
の

か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
西
南
戦
争
後
一
年
の
こ
と
で
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あ
る
た
聖
政
府
の
密
偵
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
噂
さ
が

市
民
の
間
に
あ
り
、
ま
た
、
「
人
心
未
だ
静
か
な
ら
ぬ
」
の
で
、
天
皇
行
在
所
の
大

勧
進
付
近
を
騎
兵
と
巡
査
多
数
で
厳
重
に
警
衛
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
単
な
る
警
備

で
な
く
西
南
戦
争
と
の
つ
な
が
り
で
厳
重
に
警
備
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
、
県
令
の
「
今
ヤ
内
外
既
二
安
ク
、
漁
具
方
二
張
ル
」
と
い

う
言
辞
は
、
祝
詞
と
い
う
形
式
に
制
約
さ
れ
た
修
飾
的
賛
辞
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
と
関
連
し
て
付
記
し
た
い
の
は
、
つ
ぎ
の
事
実
で
あ
る
。
巡
幸

に
同
行
し
た
東
京
日
々
新
聞
記
者
岸
田
吟
香
は
、
八
月
三
十
一
日
よ
り
東
京
日
々
新

（9）

閲
に
「
御
巡
幸
の
記
」
を
載
せ
、
巡
幸
を
詳
報
し
た
が
、
他
の
各
紙
と
も
巡
幸
を
連

載
し
て
い
る
。
岸
田
は
第
一
五
報
に
お
い
て
、

（
註
・
九
月
十
日
）
今
朝
午
前
七
時
、
長
野
県
行
在
所
御
発
聾
に
て
元
善
町
を
南

へ
、
大
門
町
を
東
へ
河
原
崎
町
よ
り
北
へ
進
ま
せ
玉
ふ
、
折
か
ら
傍
の
酒
店
の
内

よ
り
一
人
の
男
が
出
で
立
ち
て
乗
輿
に
向
ひ
何
か
暴
言
を
吐
き
し
を
、
直
に
東
京

よ
り
の
供
奉
の
警
部
が
走
り
寄
り
て
拘
引
し
た
る
由
な
る
が
、
其
後
の
こ
と
は
聞

か
ず
し
て
通
り
過
ぎ
た
り
、
（
下
略
）

（10）

と
書
き
、
長
野
県
編
の
前
掲
「
当
県
下
御
通
行
中
記
事
」
は
、

九
月
十
日
、
午
前
第
七
時
長
野
町
行
在
所
ヲ
御
発
聾
ア
リ
、
長
野
町
ノ
内
字
新

町
：
テ
痕
癒
着
ア
リ
テ
乗
輿
二
向
ヒ
暴
言
ヲ
放
ツ
ヲ
以
テ
、
在
京
巡
査
直
チ
ニ
拘

引
シ
当
県
警
部
へ
引
渡
シ
長
野
警
察
署
二
拘
留
セ
リ
。

と
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
二
つ
の
記
事
は
同
一
事
件
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
行
在
所
を
出
て
ま
も
な
く
新
町
付
近
で
、
酒
店
か
ら
出
て
き
た
一
人
の

男
が
、
「
乗
輿
」
に
向
か
っ
て
「
暴
言
」
を
吐
い
た
の
で
拘
引
し
た
、
と
い
う
。
緩

着
の
史
料
は
、
こ
の
男
を
「
癒
癒
者
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
以
上
詳
し
い
事
実
は
不

明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
巡
幸
中
に
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
た

め
に
、
警
衛
は
厳
重
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
「
県
治
提
要
」
の
内
容

楢
崎
県
令
が
奏
上
し
た
「
県
治
提
要
」
の
内
容
を
検
討
し
て
、
県
令
が
、
長
野
県

行
政
に
つ
い
て
重
視
し
て
い
た
行
政
方
針
を
考
え
て
み
ょ
う
。
重
要
な
の
で
長
文
で

あ
る
が
掲
げ
る
。
「
県
治
提
要
」
の
ほ
ぼ
全
文
二
部
略
）
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ

（11）る。

（
申
表
紙
）

「
奏
上
県
治
捉
要
」

長
野
県
令
　
楢
崎
寛
直
謹
白

伏
テ
惟
ル
こ
、
信
濃
ノ
国
タ
ル
　
神
州
ノ
梁
脊
二
位
シ
地
勢
高
峻
、
民
俗
随
テ
強

毅
隈
固
ノ
風
習
ヲ
免
レ
ス
、
臣
寛
直
不
似
ノ
身
ヲ
以
テ
帝
二
四
リ
ニ
地
方
ノ
重
任

ヲ
虫
土
工
屏
ウ
セ
リ
、
命
ヲ
東
ケ
テ
以
来
夙
夜
：
寅
畏
シ
常
二
者
托
ノ
効
ア
ラ
サ

ル
ヲ
恐
ル
、
臣
熟
本
州
ノ
民
情
士
風
如
何
ヲ
視
察
ス
ル
こ
、
施
治
速
成
ヲ
要
シ
難

ク
漸
ヲ
以
テ
之
ヲ
頸
陶
ス
ル
ニ
在
り
、
敬
二
管
下
ノ
胎
教
毎
二
諸
県
二
後
ル
、
者

ノ
如
シ
、
然
レ
匠
其
　
聖
化
ヲ
贋
ク
ル
ニ
至
テ
ハ
亦
敢
テ
其
蹟
ヲ
異
ニ
セ
サ
ル
ニ

似
ク
リ
、
今
ヤ
幸
二
聖
明
ナ
ル
　
陛
下
ノ
鴻
徳
二
振
り
、
地
租
改
正
ヨ
リ
国
県
道

ノ
修
繕
二
重
ル
マ
テ
功
全
ク
竣
り
、
戸
籍
ノ
人
員
年
二
増
加
シ
、
勧
業
ノ
事
項
日

二
緒
二
就
キ
、
士
民
各
所
ヲ
得
テ
学
校
・
病
院
其
他
凡
百
ノ
事
業
日
月
二
振
張
ス

ル
ヲ
覚
ユ
、
臣
力
不
肖
ナ
ル
此
隆
運
二
遭
遇
ス
ル
ヲ
得
、
可
謂
多
幸
ノ
甚
シ
キ
老

ト
、
乃
チ
現
今
管
下
施
治
ノ
状
況
ヨ
リ
地
勢
物
産
等
二
至
ル
マ
テ
、
其
梗
概
ヲ
撮

録
シ
並
セ
テ
別
記
若
干
巻
ヲ
副
へ
護
テ
上
奏
ス
、
長
野
県
ハ
旧
卜
信
濃
ノ
内
北
部

六
郡
ヲ
管
シ
、
草
高
四
拾
五
万
四
千
九
百
弐
拾
壱
石
九
斗
八
升
八
合
五
勺
ク
リ
、

明
治
九
年
旧
筑
摩
県
ヲ
併
七
信
濃
全
国
ヲ
管
轄
シ
、
草
高
倉
七
拾
八
万
六
千
四
官

給
壱
石
六
斗
六
升
八
合
三
勺
ト
ス
、
東
南
ハ
群
馬
・
山
梨
・
静
岡
・
愛
知
こ
、
西

北
ハ
岐
阜
・
石
川
・
新
潟
ノ
諸
県
二
連
接
ス
、
郡
数
拾
、
日
ク
佐
久
・
小
県
・
諏

訪
・
伊
那
・
筑
摩
・
安
曇
・
更
級
・
埴
科
・
水
内
・
高
井
是
ナ
リ
、
町
数
式
拾
有
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三
、
村
数
六
百
七
拾
有
八
、
戸
数
弐
拾
壱
万
四
千
弐
百
七
拾
四
戸
、
人
口
九
拾
七

万
七
千
九
百
四
拾
人
、
反
別
拾
五
万
三
千
九
百
七
拾
六
町
壱
反
六
畝
弐
拾
歩
八

厘
、
地
価
三
千
九
首
七
拾
弐
万
三
千
五
拾
七
円
拾
壱
銭
ク
リ
、
管
内
ヲ
区
画
シ
テ

北
部
弐
拾
八
、
南
部
弐
拾
四
、
合
計
五
拾
弐
大
区
ト
ス
、
出
張
所
ヲ
置
ク
こ
、
一

ハ
筑
摩
郡
松
本
ニ
、
一
ハ
伊
那
郡
飯
田
二
在
り
、
而
シ
テ
南
部
ヲ
管
シ
、
本
庁
ヲ

水
内
郡
長
野
二
置
キ
、
北
部
ヲ
直
轄
ス
、
小
区
ヲ
画
ス
ル
三
百
四
拾
五
、
師
範
学

校
ヲ
設
ク
ル
一
、
同
ク
支
校
一
、
中
学
区
七
、
小
学
校
八
首
、
訓
導
五
首
六
拾
九

名
、
授
業
生
三
千
五
盲
三
人
、
就
学
ス
ル
生
徒
八
万
九
千
首
五
拾
余
人
、
此
他
学

齢
猶
予
五
万
三
千
首
五
拾
九
人
、
病
院
ヲ
置
ク
三
所
、
教
員
三
名
、
生
徒
八
拾
名

ク
リ
、
警
察
署
ヲ
設
ク
ル
本
部
八
、
同
ク
分
署
四
拾
七
、
巡
査
三
百
三
名
ク
リ
、

其
地
勢
山
岳
四
周
、
全
国
海
二
瀕
ス
ル
ノ
土
ナ
シ
、
地
味
肥
将
相
半
ハ
シ
全
州
ノ

山
岳
蓋
六
分
強
二
居
レ
リ
、
（
註
山
岳
・
河
川
の
記
述
略
）
気
候
狂
寒
ニ
シ
テ
窮
冬

ハ
寒
暖
計
二
十
八
度
、
盛
夏
ハ
九
十
三
度
二
上
レ
リ
、
物
産
ハ
蕎
麦
・
葡
萄
・
香

子
・
桑
・
措
・
桑
苫
・
嵩
竹
・
杏
仁
・
人
参
・
松
茸
・
栗
・
硫
黄
・
明
替
・
蝋

石
・
蜂
密
・
鯉
・
年
魚
・
鰻
鯉
・
鱒
・
娩
・
雉
・
鶏
卵
・
熊
胆
等
ニ
ッ
チ
、
其
製

造
ニ
ナ
ル
モ
ノ
ハ
七
子
・
頼
・
日
蝕
・
上
田
縞
∵
麻
布
・
蚊
帳
・
青
細
美
・
小
倉

袴
・
織
木
綿
・
手
拭
地
木
綿
・
絞
足
袋
碁
∵
真
田
帯
・
打
紐
・
山
南
布
・
自
活
・

夏
蚕
原
紙
・
粘
入
紙
・
内
山
紙
・
傘
紙
・
水
引
・
元
結
・
蚕
種
・
生
糸
・
真
綿
・

麻
苧
・
山
南
・
山
菌
糸
・
寒
心
太
・
氷
豆
腐
・
氷
餅
・
氷
蕎
麦
・
傘
蕎
髄
・
菜
種

油
・
石
脳
池
等
ナ
リ
、
其
風
俗
各
地
小
異
ア
リ
ト
雄
、
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
所
謂
武
ニ

ノ
頑
ナ
ル
ノ
気
習
ニ
シ
テ
、
多
ク
ハ
旧
套
ヲ
固
守
シ
開
進
活
幣
ノ
気
概
二
乏
ト

ス
、
置
県
以
来
各
自
ノ
本
業
：
基
キ
勧
奨
誘
液
漸
次
二
階
習
ヲ
晩
脱
セ
シ
ム
、
方

今
二
重
リ
テ
ハ
製
糸
ノ
術
等
大
二
田
ケ
、
盲
人
取
ヨ
リ
六
百
人
取
二
重
ル
ノ
器
械

ヲ
設
ク
ル
ノ
地
合
セ
テ
七
所
、
拾
人
取
ヨ
リ
六
拾
四
人
取
二
重
ル
ノ
半
株
ヲ
設
ク

ル
合
テ
弐
育
所
、
石
油
会
社
ヲ
設
ク
ル
一
所
、
是
亦
逐
年
精
良
晶
ヲ
出
シ
頗
声
価

ヲ
加
7
、
鉱
坑
十
九
、
内
試
掘
五
、
道
路
ヲ
修
理
ス
ル
国
道
二
条
、
呈
程
合
テ

七
拾
弐
里
五
町
三
拾
五
間
、
県
道
ヲ
修
理
ス
ル
里
程
合
テ
三
官
給
四
里
三
拾
四
町

l
ニ
拾
壱
間
壱
尺
、
唆
阪
ヲ
軌
ケ
新
道
ヲ
開
整
ス
ル
モ
ノ
四
所
、
会
議
ヲ
設
ク
ル
県

会
・
区
会
ノ
二
ア
リ
テ
、
県
会
ハ
昨
明
治
十
年
ヨ
リ
創
始
シ
毎
歳
一
回
ト
シ
、
区

会
ハ
本
年
ヲ
以
テ
始
テ
開
場
シ
毎
歳
二
回
ト
ス
、
都
テ
公
選
議
員
ヲ
用
7
、
郵
便

局
ヲ
置
ク
首
五
十
九
、
近
来
電
信
線
ノ
架
設
成
リ
テ
交
際
ノ
便
日
工
益
隆
ナ
ラ
ソ

ト
ス
、
本
県
吏
員
ヲ
置
ク
捻
菩
七
拾
六
名
ト
ス
、
但
頒
堰
祓
、
l
詔
叢
諸

人
、
四
等
属
六
人
、
五
専
属
三
人
、
六
尊
属
八
人
、
七
等
属
十
三
人
、
八
等
属
十

三
人
、
九
等
属
二
十
一
人
、
十
等
属
十
二
人
、
警
部
二
十
八
人
、
内
四
等
一
人
、

離
農
仙
‥
雛
踊
虻
臥
墨
縄
忙
臥
㌫
瑠
臥
餌
本
県
地
租
改
正
ノ
藁
南

部
四
郡
貼
撃
明
治
六
年
二
月
二
警
シ
諸
頂
群
論
編
棒
胱
覿
酎

完
酎
謂
鎧
欄
鮎
絹
針
神
韻
同
八
年
十
二
月
二
至
り
其
ノ
功
ヲ
誓
、

北
部
六
郡
韻
雛
前
ハ
明
治
八
年
四
月
二
掌
シ
、
同
九
年
五
月
三
生
り
功
ヲ
竣

7
、
全
管
総
歩
数
拾
五
万
四
千
首
八
拾
九
町
五
反
七
畝
九
歩
、
地
価
金
三
千
九
百

拾
六
万
四
千
七
首
六
拾
三
円
六
拾
五
銭
九
厘
、
地
粗
金
官
給
七
万
五
千
弐
円
五
拾

七
銭
五
厘
、
之
ヲ
旧
税
二
比
ス
レ
ハ
拾
四
万
六
千
六
百
六
拾
壱
円
余
ヲ
増
加
セ

リ
、
一
部
一
区
内
二
於
テ
甲
ハ
減
シ
乙
ハ
増
ス
ノ
如
キ
ハ
、
其
理
由
ノ
起
ル
所
反

別
ノ
増
加
卜
旧
税
ノ
寛
苛
軽
重
一
ナ
ラ
サ
ル
ト
ニ
困
レ
リ
、
而
シ
テ
著
手
ノ
順
序

ハ
各
村
地
押
ヲ
始
メ
歩
数
ノ
絶
景
、
地
位
ノ
等
級
、
収
穫
収
利
ノ
多
寡
ヲ
調
査

シ
、
之
ヲ
縛
冊
二
製
シ
地
主
一
同
連
印
ヲ
以
テ
差
出
ス
ノ
後
、
主
任
官
ヲ
派
出
セ

シ
メ
歩
数
ノ
当
否
ヲ
換
シ
、
然
シ
テ
各
郡
村
ノ
地
位
・
等
級
ヲ
定
メ
、
耕
転
ノ
難

易
、
運
輸
水
利
ノ
便
否
等
彼
此
ノ
比
準
ヲ
取
り
地
価
ヲ
定
メ
、
区
戸
長
及
ヒ
各
村

地
主
惣
代
ヲ
召
集
シ
其
価
額
ヲ
示
ス
こ
、
斉
ク
地
租
改
正
ヲ
希
望
ス
ル
ニ
至
レ

リ
、
依
テ
詳
細
査
訂
ノ
上
地
租
改
正
居
ノ
許
可
ヲ
得
、
明
治
八
年
ヨ
リ
新
税
法
ヲ

施
行
セ
リ
、
読
テ
山
林
原
野
ノ
改
正
二
着
事
ス
、
然
レ
軍
険
阻
ノ
山
岳
、
広
漠
女

ル
原
野
巨
多
ニ
シ
テ
方
今
二
至
り
始
テ
歩
数
及
ヒ
収
利
ノ
調
査
ヲ
了
レ
ジ
、
不
日

地
価
ヲ
定
メ
改
租
要
談
ノ
順
序
二
重
ラ
ソ
ト
ス
、
明
治
六
年
太
政
官
第
四
首
弐
拾
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五
号
公
布
二
困
り
、
本
県
貫
属
士
族
ノ
家
禄
ヲ
奉
還
セ
シ
モ
ノ
大
略
三
千
五
有

名
、
即
チ
第
四
百
弐
拾
六
号
公
布
二
基
キ
授
産
ノ
為
メ
官
有
地
払
下
ケ
ヲ
厭
ハ
シ

ム
、
其
ノ
順
序
ノ
如
キ
ハ
甫
北
部
各
其
方
法
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
二
項
二

分
チ
其
概
略
ヲ
左
二
開
陳
ス
、
明
治
六
年
十
二
月
太
政
官
第
四
百
弐
拾
五
号
及
四

首
弐
拾
六
号
公
布
二
困
り
、
北
部
士
族
ノ
中
還
禄
シ
テ
地
所
ノ
払
下
ケ
ヲ
出
願
セ

ル
モ
ノ
大
略
弐
千
名
、
其
他
東
京
府
・
静
岡
県
・
群
馬
県
士
族
ニ
メ
当
県
下
二
於

テ
地
所
ノ
払
下
ヲ
請
求
セ
ル
者
四
拾
余
名
ア
リ
、
然
ル
ニ
県
下
官
有
地
田
畑
砂

ク
、
山
野
多
キ
ヲ
以
テ
公
布
ノ
制
限
二
拠
リ
カ
タ
シ
、
乃
チ
内
務
省
二
稟
議
シ
熟

田
畑
二
名
三
反
歩
ヲ
限
り
、
余
ハ
山
野
ヲ
払
下
ル
事
二
決
シ
、
同
八
年
ヨ
リ
投

票
セ
シ
メ
逐
次
許
可
ヲ
得
テ
払
下
ケ
ヲ
ナ
セ
リ
、
然
ル
ニ
地
所
ノ
肥
瘡
燥
湿
等
熟

知
セ
サ
ル
ヨ
リ
投
票
ノ
価
額
意
外
ノ
高
価
二
当
り
、
或
ハ
事
実
金
策
ノ
術
ナ
キ
等

ヨ
リ
払
下
ケ
取
消
ヲ
請
臍
ス
ル
モ
ノ
陸
続
輩
出
シ
、
大
率
其
半
二
重
レ
リ
、
故
二

全
ク
払
下
ケ
ヲ
受
タ
ル
モ
ノ
概
略
一
千
名
二
出
テ
ス
、
思
フ
ニ
各
自
ノ
目
途
タ
ル

帰
儀
ノ
一
点
二
止
マ
ラ
サ
ル
ニ
似
ク
リ
、

南
部
ノ
地
所
払
下
ハ
旧
筑
摩
県
二
於
テ
明
治
七
年
二
着
手
セ
リ
、
其
地
所
ノ
払
下

ヲ
出
頗
ス
ル
モ
ノ
大
略
千
五
百
名
、
旧
公
有
地
ヲ
官
有
地
卜
同
ク
之
ヲ
払
下
ク
ル

ノ
見
込
ヲ
以
テ
已
二
投
票
セ
シ
メ
ク
リ
、
然
ル
ニ
明
治
八
年
地
租
改
正
事
務
局
総

裁
ヨ
リ
乙
第
三
号
ヲ
以
テ
、
従
前
該
村
々
二
限
り
英
軍
茅
ヲ
菱
伐
シ
釆
ル
慣
行
存

在
シ
、
其
隣
郡
村
二
於
テ
其
所
有
タ
ル
ヲ
保
証
ス
ル
ア
レ
ハ
、
之
ヲ
其
村
ノ
所
有

地
ト
ナ
ス
へ
キ
旨
云
々
ノ
連
シ
ア
リ
、
此
ヲ
以
テ
払
下
調
査
上
大
工
影
響
ヲ
生
セ

リ
、
又
社
寺
上
地
一
旦
投
票
セ
シ
ム
ル
ノ
后
、
旧
神
官
及
ヒ
僧
侶
等
ヨ
リ
僅
々
ノ

苦
情
ヲ
訴
へ
、
再
詞
ヲ
要
ス
ル
ヲ
以
テ
自
然
、
事
務
渋
滞
セ
リ
、
故
二
全
ク
払
下

ケ
ヲ
受
タ
ル
者
亦
半
ハ
ニ
出
テ
ス
、
然
レ
陀
将
来
就
産
ノ
目
途
タ
ル
固
ヨ
リ
帰
農

ノ
一
点
二
帰
向
ス
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
、
別
二
苦
情
ア
ル
ヲ
聞
カ
ス
、
前
二
項
ノ
如

ク
処
置
ス
ト
雄
汚
、
元
来
士
族
ノ
授
産
タ
ル
頗
ル
難
事
ナ
レ
ハ
殊
二
注
意
セ
サ
ル

ヲ
得
ス
、
尤
モ
本
年
金
禄
下
賜
セ
ラ
ル
、
ニ
就
テ
ハ
将
二
其
所
ヲ
得
ソ
ト
ス
、
楢

崎
県
令
は
、
左
に
分
類
で
き
る
よ
う
に
、

Ⅲ
は
し
が
き
に
当
た
る
部
分

㈲
県
郡
区
域
・
町
村
数
・
戸
口
・
土
地
反
別
・
地
価
・
管
内
区
画
・
学
校
・
教
員
・

生
徒
・
県
立
病
院
・
警
察

囲
地
勢
・
気
候

㈲
物
産
1
農
・
手
工
業
・
工
業
（
製
糸
）
・
鉱
業

㈲
道
路
・
交
通
・
通
信

㈲
県
会
・
区
会

Ⅲ
県
吏

㈲
地
租
改
正

制
家
禄
返
還
・
士
族
授
産

な
ど
の
多
岐
に
わ
た
る
項
目
に
つ
い
て
適
宜
奏
上
し
て
い
る
。
内
容
を
み
る
と
、

旧
は
し
が
き

「
神
州
ノ
梁
脊
二
位
シ
地
勢
高
峻
」
と
い
う
地
理
的
条
件
か
ら
、
「
民
俗
随
テ
強

毅
階
固
ノ
風
習
ヲ
免
レ
ス
」
と
限
定
し
、
「
民
情
士
風
」
は
「
施
治
速
成
ヲ
要
シ
難

ク
、
漸
ヲ
以
テ
之
ヲ
頸
陶
ス
ル
：
在
り
」
、
故
に
「
管
下
ノ
胎
教
毎
二
諸
県
二
後
ル
、

者
ノ
如
シ
」
と
考
察
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
天
皇
の
高
恩
に
よ

っ
て
地
租
改
正
以
下
の
事
業
が
す
べ
て
終
り
、
人
口
増
加
、
勧
業
そ
の
他
事
業
が
拡

張
し
て
き
た
と
評
し
て
い
る
。

㈲
県
郡
区
域
・
町
村
数
・
戸
口
・
土
地
反
別
・
地
価
・
管
内
区
画
・
学
校
・
教
員
・

生
徒
・
県
立
病
院
・
警
察

右
に
管
下
の
指
標
と
な
る
も
の
を
絡
げ
た
。
そ
の
中
で
管
下
を
北
部
二
八
大
区
、

南
部
二
四
大
区
、
計
五
二
大
区
と
し
、
出
張
所
を
筑
摩
郡
松
本
、
伊
那
郡
飯
田
の
二

カ
所
に
お
い
て
南
部
を
管
轄
し
、
本
庁
を
水
内
郡
長
野
に
お
い
て
北
部
を
直
轄
す

る
、
と
し
て
い
る
点
が
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
、
旧
長
野
県
・
筑
摩
県
を
合
県

し
て
か
ら
ま
だ
日
の
浅
い
長
野
県
政
に
と
っ
て
、
過
渡
的
な
南
部
の
旧
筑
摩
県
へ
の

配
慮
と
し
て
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

嘲
地
勢
・
気
候
（
略
）
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㈲
物
産

長
野
県
の
特
殊
な
遵
産
物
・
鉱
産
物
・
水
産
物
・
畜
産
物
を
挙
げ
、
つ
ぎ
に
手
工

（シテ）

業
と
し
て
政
経
製
品
・
蚕
糸
・
雑
貨
・
油
類
等
を
示
す
。
風
俗
は
「
武
ニ
メ
頑
ナ
ル

ノ
気
習
」
と
い
い
、
多
く
は
「
旧
套
ヲ
固
守
シ
開
進
活
溌
ノ
気
概
二
乏
」
し
か
っ
た

が
、
廃
藩
置
県
以
来
「
勧
奨
誘
液
」
に
よ
っ
て
隈
習
を
脱
し
て
き
た
と
、
県
政
の
効

果
を
自
賛
し
て
い
る
。

と
く
に
そ
の
中
で
新
し
い
工
業
と
し
て
製
糸
業
・
産
油
業
を
評
価
し
て
い
る
の
が

注
目
さ
れ
る
。

倒
道
路
・
交
通
・
通
信
（
略
）

㈲
県
会
・
区
会

一
通
り
説
明
し
て
い
る
。

Ⅲ
県
吏

総
計
一
七
六
人
を
等
級
に
よ
っ
て
分
額

㈲
地
租
改
正

地
租
改
正
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
き
、
地
租
改
正
事
業
と
租
税
、

改
正
事
業
の
順
序
、
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
や
は
り
地
方
行
政
も
地
租
改

正
の
成
否
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
た
の
で
、
相
当
な
分
量
を
こ
の
問
題
に
懐
け
て
い

た。制
家
禄
返
還
・
士
族
授
産

地
租
改
正
と
並
ん
で
県
政
が
そ
の
成
否
に
注
目
し
て
い
た
の
が
家
禄
返
還
と
士
族

授
産
で
あ
る
。
ま
ず
家
禄
返
還
に
つ
い
て
、
長
野
県
士
族
は
約
三
五
〇
〇
名
が
返
還

し
た
が
、
そ
の
あ
と
授
産
の
た
め
官
有
地
の
払
下
げ
を
願
い
出
て
い
る
。
し
か
し
南

北
で
は
そ
の
方
法
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
違
い
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。

そ
し
て
士
族
授
産
の
困
難
さ
を
述
べ
た
。

以
上
、
具
体
的
に
は
便
宜
筆
者
が
分
類
し
た
㈲
か
ら
刷
に
至
る
項
目
別
に
よ
っ

て
、
長
野
県
政
・
県
治
の
概
要
を
奏
上
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
み
れ
ば
、
長
野
県

の
自
然
か
ら
、
長
野
県
を
支
え
る
行
政
・
町
村
・
戸
口
・
土
地
な
ど
基
礎
的
指
標
を

ま
ず
掲
げ
、
つ
い
で
教
育
・
衛
生
・
警
察
の
三
つ
の
基
本
行
政
に
触
れ
、
さ
ら
に
産

業
・
交
通
運
輸
通
信
な
ど
の
経
済
、
県
会
・
県
更
と
い
う
機
構
、
最
後
に
当
面
の
最

大
の
課
題
で
あ
っ
た
政
策
と
し
て
の
地
租
改
正
と
家
禄
返
還
の
推
拝
を
も
っ
て
終
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
県
政
が
そ
の
政
治
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
客
観
的
な
体
制
の
中

で
、
ど
の
よ
う
に
軽
重
を
つ
け
て
い
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
　
楢
略
県
令
の
巡
視
と
郡
長
上
申
書

長
野
県
に
と
っ
て
二
回
目
の
巡
幸
で
あ
る
一
八
八
〇
年
（
明
治
1
3
）
の
巡
幸
は
、

松
本
地
方
を
中
心
に
県
下
に
広
く
組
織
を
も
っ
た
、
県
下
最
大
の
自
由
民
権
結
社
奨

匡
社
の
浮
沈
に
深
く
影
響
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
年
六
月
、
奨
匡
社
を
代
表
し
て

松
沢
求
策
ら
が
国
会
開
設
の
静
願
書
受
理
を
実
現
す
る
た
め
東
京
で
活
動
し
て
い
た

前
後
、
一
方
で
奨
匡
社
幹
部
社
員
三
上
忠
貞
ら
が
松
本
へ
の
巡
幸
瞑
い
な
提
出
し
て

（12）

い
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
松
本
巡
幸
は
、
奨
匡
社
な
ど
の
自
由
民
権
運
動
制
圧
に

効
果
的
で
あ
っ
た
の
で
一
為
る
。

一
八
八
〇
年
の
「
山
梨
・
三
重
∴
京
都
御
巡
幸
」
は
、
六
月
十
六
日
東
京
を
出
発

し
て
、
山
梨
県
か
ら
二
十
三
日
長
野
県
諏
訪
郡
蔦
木
駅
に
入
り
、
上
諏
訪
・
下
諏
訪

を
経
て
塩
尻
峠
を
越
え
、
二
十
四
日
塩
尻
・
松
本
へ
入
り
、
二
十
五
日
松
本
発
、
南

下
し
て
木
曽
路
に
入
り
、
二
十
六
日
福
島
町
、
二
十
七
日
須
原
・
三
留
野
、
二
十
八

（13）

日
章
寵
・
烏
龍
を
経
て
岐
阜
県
の
深
川
へ
到
着
し
た
。

楢
崎
県
令
に
と
っ
て
、
一
八
八
〇
年
の
巡
幸
は
、
一
八
七
八
年
の
巡
幸
と
同
じ
く

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
が
、
こ
の
巡
幸
の
大
セ
レ
モ
ニ
ー
が
終
っ
て
か
ら
三
カ

月
後
に
は
、
み
ず
か
ら
長
野
県
内
を
巡
視
す
る
と
い
う
行
政
上
の
大
き
な
施
策
を
す

す
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

九
月
二
十
五
日
楢
崎
県
令
は
県
庁
を
出
発
し
て
県
下
を
巡
視
す
る
こ
と
に
な
る

（14）

が
、
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
十
月
の
埴
科
郡
長
滝
沢
久
武
の
上
申
書
を
み
ょ
う
。
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維
時
明
治
十
三
年
第
九
月
廿
五
日
ヲ
以
テ
、
我
長
野
県
令
公
閣
下
モ
県
治
ヲ
出
発

セ
ラ
レ
県
下
ヲ
巡
視
シ
、
施
政
ノ
得
失
卜
民
衆
ノ
疾
管
下
ヲ
親
シ
ク
諮
ヒ
給
ヒ
、

南
北
安
曇
・
東
西
筑
摩
其
他
ノ
諸
郡
ヲ
過
テ
本
日
ヲ
以
テ
我
埴
科
郡
庁
二
臨
マ
セ

ラ
ル
、
是
二
於
テ
都
書
記
卜
倶
二
革
駕
ヲ
郡
靡
二
奉
迎
ス
、
抑
迂
回
巡
視
空
フ
ル

ノ
拳
ヤ
本
庁
創
置
以
来
未
曽
有
ノ
盛
典
ニ
シ
テ
、
令
公
閣
下
ノ
巡
視
ヲ
奉
待
ス
ル

ヤ
大
草
ノ
爾
来
蘇
ノ
望
ヲ
ナ
ス
ノ
久
シ
キ
、
今
方
サ
ニ
其
津
金
二
遭
遇
ス
ル
ヤ
拝

舞
雀
躍
ノ
至
り
也
、
何
ソ
ソ
為
メ
ニ
隠
勉
以
テ
報
恩
二
鴇
サ
、
ラ
ソ
ヤ
、
徽
生
久

武
叩
リ
ニ
郡
長
ノ
重
任
ヲ
唇
フ
シ
光
栄
何
ヲ
カ
加
へ
ソ
、
唯
恐
ル
其
職
二
堪
ユ
ル

「
能
ハ
サ
ル
「
ヲ
、
示
今
倍
奮
勉
以
テ
聖
恩
隆
握
ノ
万
〓
一
報
ヒ
令
公
閣
下
ノ
盛

意
二
背
戻
セ
サ
ラ
ン
「
ヲ
誓
ヒ
、
護
テ
職
制
及
ヒ
特
任
ノ
弁
理
ス
ル
所
ノ
条
項
ヲ

具
陣
セ
ソ
ト
欲
ス
、

滝
沢
郡
長
は
、
県
令
の
巡
視
に
つ
い
て
そ
の
目
的
を
、
「
施
政
ノ
得
失
卜
民
衆
ノ

疾
苦
ト
ヲ
親
シ
ク
諮
ヒ
給
ヒ
」
と
述
べ
て
お
り
、
甫
北
安
曇
両
郡
、
東
西
筑
摩
両
郡

そ
の
他
の
諸
郡
を
経
て
埴
科
郡
庁
に
達
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
県
令
巡
視
は
「
本

庁
創
置
以
来
兼
営
有
ノ
盛
典
」
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
最
大
限
の
賛
辞
を

以
て
県
令
の
来
庁
を
迎
え
い
て
る
。
し
か
も
こ
れ
は
例
外
で
は
な
く
、
い
ず
れ
の
郡

長
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
巡
視
の
目
的
が
、
行
政
の
得
失
と
民
衆
の
具
体
的
な
問
題
を
視
察
す

る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
全
県
に
お
こ
な
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
県
当
局
の
決

意
は
相
当
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
だ
け
一
八
八
〇
年
の
現
実
は
き
び
し
い
も
の

が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

県
令
巡
視
の
さ
い
各
郡
長
よ
り
上
申
書
が
提
出
さ
れ
た
が
、
上
申
書
塀
は
「
公
文

編
冊
　
長
官
巡
視
ノ
セ
ツ
郡
長
上
申
書
類
　
明
治
十
三
年
」
二
冊
と
し
て
今
日
ま
で

保
存
さ
れ
て
い
る
（
長
野
県
庁
文
書
・
県
立
長
野
図
書
館
保
管
）
。
そ
の
表
紙
は
、

「
明
治
十
三
年
十
一
月

長
官
巡
視
ノ
セ
ツ
郡
長
上
申
書
叛

庶
務
課
」

と
表
記
さ
れ
、
北
信
分
（
二
冊
之
内
一
）
と
南
信
分
（
二
冊
之
内
二
）
町
分
か
れ
て

いる。上
申
書
の
内
容
の
一
例
を
南
佐
久
郡
で
示
す
と
、

（15）

上
申
目
録

一
郡
役
所
創
立
ヨ
リ
本
年
八
月
二
重
ル
受
附
件
数

一
部
吏
各
掛
現
人
名
及
従
前
ノ
進
退
拙
野

一
郡
役
所
限
設
ケ
タ
ル
庁
中
候
規
則

一
所
属
町
村
現
在
名

一
町
村
会
開
設
ノ
村
名

（ママ）

一
現
今
開
懇
及
水
理
土
功
等
著
シ
キ
事
業
着
手
ノ
箇
所

l
著
名
ナ
ル
公
立
小
学
校
名
六
ヶ
所
及
英
数
負
人
名
生
徒
数

一
教
育
令
発
行
以
後
学
事
ノ
概
況

一
製
造
所
井
二
概
況

一
著
名
ノ
物
産

一
当
庁
重
大
卜
者
認
ル
件
無
之
旨
上
申
書

計
　
拾
壱
件

今
般
御
巡
視
l
高
右
件
取
調
別
冊
上
申
仕
儀
也
、

明
治
十
l
二
年
十
月
十
l
日

南
佐
久
郡
長
　
平
井
利
貞
画

長
野
県
令
楢
崎
寛
直
殿

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
南
安
曇
郡
役
所
は
、
大
要
は
南
佐
久
郡
役
所
と
同

じ
で
あ
る
が
、
一
部
、
郡
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
九
月
三
十
日
付
で
県
会
に
提
出

し
た
上
申
書
の
目
録
は
、

（16）

郡
治
概
況
目
録
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l
郡
役
所
創
立
ヨ
リ
本
月
二
至
ル
ノ
受
付
件
数

l
郡
吏
各
掛
現
人
名
及
従
前
進
退
軌
防

一
所
属
町
村
現
在
名
井
明
治
十
二
年
以
降
新
二
分
離
セ
シ
村
名

一
町
村
会
開
設
ノ
町
村
名

一
現
今
開
墾
及
水
理
土
功
等
著
シ
キ
事
業
二
着
手
箇
所

一
牧
　
場

一
中
学
校
教
員
人
名
及
生
徒
数

一
公
立
病
院
医
員
人
名
及
概
況

一
著
名
ナ
ル
公
立
小
学
校
名
両
三
所
及
其
教
員
人
名
生
徒
数

一
教
育
令
発
行
以
後
学
事
概
況

郡
役
所
二
於
テ
重
大
卜
者
認
ス
ル
件
処
分
未
済
ノ
分

l
安
曇
相
投
産
金
下
与
之
件

一
道
路
改
修
及
溝
渠
築
堤
ノ
意
見
書

と
な
っ
て
お
り
、
牧
場
・
中
学
校
・
公
立
病
院
お
よ
び
郡
役
所
が
重
大
と
み
な
す
件

処
分
未
済
分
等
が
、
南
佐
久
郡
役
所
と
異
な
っ
て
い
る
。

南
佐
久
郡
役
所
の
内
容
を
み
る
と
、
l
八
七
九
年
（
明
治
1
2
）
創
立
さ
れ
た
郡
役

所
の
、
そ
れ
以
来
の
受
付
件
数
、
郡
更
の
旧
現
職
員
録
、
郡
役
所
行
政
執
行
の
仮
規

則
、
郡
所
属
町
村
名
、
町
村
会
を
開
設
し
て
い
る
町
村
名
、
開
墾
・
水
利
・
土
木
な

ど
の
事
業
、
有
名
公
立
小
学
校
と
教
員
な
ど
、
一
八
七
九
年
の
教
育
令
発
布
以
後
の

学
事
状
況
、
工
業
に
関
す
る
製
造
所
、
著
名
な
郡
下
の
物
産
、
当
郡
役
所
の
重
要
案

件
な
ど
二
項
目
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
整
理
し
て
み
る
と
、
旧
郡
剰
・
郡
役

所
発
足
以
来
、
郡
役
所
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
、
そ
の
指
標
に
な
る
も
の

を
挙
げ
て
い
る
。
㈲
郡
政
下
に
あ
る
町
村
、
お
よ
び
発
足
し
た
ば
か
り
の
町
村
会
の

実
情
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
刷
土
地
・
水
利
・
土
木
お
よ
び
工
業
な
ど
経
済

的
基
盤
を
把
接
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
㈲
教
育
を
重
視
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
県
令
1
郡
長
の
地
方
行
政
に
つ
い
て
の
視
点
が
ど
こ
に
あ
っ
た

か
な
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
郡
政
担
当
者
の
郡
民
認
識

つ
ぎ
に
郡
長
た
ち
郡
政
担
当
者
は
、
郡
民
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
か
を
、
前
掲
郡

長
上
申
書
叛
か
ら
み
ょ
う
。

（17）

旧
北
安
曇
郡
長

民
間
の
景
況
と
し
て
、

「
其
一
本
郡
ノ
民
従
前
浮
朴
ニ
シ
テ
節
倹
ヲ
崇
ヒ
不
廉
ノ
風
無
シ
ト
ス
、
然
り

（シテ）而
ノ
時
世
ノ
遷
移
二
随
ヒ
、
往
々
強
拡
ヲ
習
ヒ
廉
恥
ヲ
忘
レ
虚
詐
ヲ
事
ト
ス
ル

ノ
徒
其
間
二
出
ル
ア
リ
テ
、
儀
良
民
ヲ
塵
誘
ス
、
今
ヤ
郡
村
ノ
御
ヲ
更
ム
ル
ニ

方
り
、
牧
民
タ
ル
老
勤
メ
テ
之
ヲ
奨
励
セ
ハ
、
素
厚
ノ
風
二
復
ル
ヲ
得
へ
キ
ナ

リ、其
俗
南
中
部
ハ
漸
ク
世
風
二
化
シ
テ
功
芸
ヲ
尚
フ
ヲ
知
り
、
又
其
子
弟
ヲ
教
導

ス
ル
ニ
及
プ
、
北
部
山
中
ノ
如
キ
ハ
尚
ホ
男
女
ト
モ
ニ
麻
褐
綾
二
半
身
ヲ
被

ヒ
、
蓬
頭
洗
足
依
然
ト
シ
テ
太
古
ノ
風
ヲ
存
ス
、
然
レ
僅
孜
々
ト
シ
テ
業
ヲ
勤

メ
、
隆
々
卜
心
ヲ
安
ソ
ス
故
こ
、
有
年
ノ
寿
ヲ
保
ツ
モ
ノ
ア
リ
、
英
二
郡
村
栄

枯
斉
シ
カ
ラ
ス
ト
蜃
モ
、
概
ス
ル
ニ
近
年
貧
困
二
至
ル
老
多
シ
ト
ス
、
中
二
就

キ
神
城
村
・
黄
麻
村
ノ
如
キ
ハ
上
農
夫
等
多
ク
、
共
産
ヲ
破
り
流
離
寂
々
ス
ル

ニ
及
ヘ
リ
、
大
町
・
池
田
町
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
、
地
積
二
比
ス
レ
ハ
戸
口
太
夕
疎

ナ
リ
人
云
へ
シ
、

（中略）
其
四
農
隙
二
営
ム
余
業
ハ
、
県
道
辺
ノ
住
民
ハ
牛
馬
運
賃
ヲ
業
ト
シ
、
其
他
ハ
麻

苧
ヲ
製
シ
、
裳
菓
ヲ
刻
、
、
、
、
草
延
ヲ
織
り
、
或
ハ
雑
業
等
ニ
テ
余
営
ノ
著
シ
キ

モ
ノ
ト
ス
、

其
五
郡
内
ノ
民
殆
ソ
ト
九
十
戸
営
農
ヲ
以
テ
本
業
ト
ス
、
其
中
商
法
・
雑
業
ヲ
兼

ヌ
ル
者
什
ノ
一
二
居
レ
リ
、
僧
侶
・
遊
民
ハ
最
寡
少
ト
ス
、

其
六
従
前
藩
士
ノ
住
ス
ル
者
ナ
シ
、
近
年
僅
カ
ニ
釆
住
着
一
戸
ア
レ
拝
、
業
己
ニ
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新
田
ヲ
得
テ
力
作
自
営
セ
リ
、

（下略）

鍵
田
畔
夫
郡
長
の
民
間
の
景
況
に
対
す
る
把
鐘
は
右
の
史
料
の
よ
う
に
、
具
体
的

で
詳
細
で
あ
り
、
他
の
郡
長
よ
り
深
く
と
ら
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に

は
、
郡
民
は
淳
朴
節
倹
で
あ
る
が
、
時
世
の
推
移
転
よ
り
「
強
拡
」
に
な
り
、
「
廉

恥
」
を
忘
れ
た
徒
が
出
て
き
た
と
し
、
風
俗
は
、
北
部
山
中
の
男
女
は
麻
褐
で
半
身

を
お
お
ひ
、
「
蓬
頭
洗
足
」
で
太
古
の
風
あ
り
と
表
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
貧

困
者
が
多
く
、
神
城
村
・
美
麻
村
な
ど
の
農
民
は
破
産
し
て
流
離
す
る
も
の
が
い

る
、
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
社
会
階
層
の
変
化
に
目
を
向
け
て
い
る
。

（18）

㈲
西
筑
摩
郡
長

「
風
俗
民
情

概
子
質
素
温
和
下
表
モ
亦
固
階
ヲ
マ
ヌ
カ
レ
ス
、
旧
慣
二
固
着
シ
竃
モ
進
取
ノ

気
力
ナ
シ
、
労
力
克
勉
ム
レ
茫
益
薄
シ
、

農
事
ノ
景
況

土
地
高
寒
地
味
湊
碗
ナ
リ
、
故
二
肥
糞
ノ
病
ハ
厩
肥
柴
草
ヲ
以
テ
ス
、
農
家
概

シ
テ
壱
戸
鳥
l
二
二
頭
ヲ
飼
フ
、
年
内
宿
所
ノ
厩
肥
ヲ
春
季
二
至
り
田
畑
ノ
培
養

ト
シ
、
又
五
月
ノ
節
二
至
り
土
俗
山
ノ
ロ
明
卜
称
シ
、
新
線
ノ
柴
ヲ
苅
り
取
り

田
地
二
人
レ
馬
二
辟
七
以
テ
養
ト
ス
、
耕
転
勉
テ
密
ナ
ル
モ
地
味
湊
訴
収
穫
最

モ
寡
シ
、
農
間
男
ハ
柚
或
ハ
木
挽
ノ
業
二
就
キ
、
女
ハ
犬
布
ヲ
織
ル
、
」

と
西
筑
摩
郡
長
高
島
正
勝
は
上
申
し
て
い
る
。
風
俗
は
質
素
温
和
・
固
胆
で
、
旧
慣

に
固
執
し
て
進
取
の
気
力
が
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
史
料
に
は
挙
げ

な
か
っ
た
が
、
「
勧
業
ノ
運
行
」
の
項
で
も
、
「
脳
カ
ヲ
労
セ
ス
自
ラ
卑
屈
ノ
弊
ヲ
甘

シ
進
取
ノ
気
溌
二
乏
シ
ク
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
北
安
曇
郡
長
と
西
筑
摩
郡
長
の
郡
民
に
対
す
る
郡
政
担
当
者
と
し
て

の
認
識
に
は
、
全
体
と
し
て
共
通
し
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
西
筑
摩
郡
長
の
い

う
固
胆
と
か
旧
慣
固
執
と
い
う
の
は
、
こ
の
の
ち
≡
年
後
の
一
八
八
三
年
（
明
治

1
6
）
　
の
、
巡
察
使
・
元
老
院
議
官
渡
辺
清
の
「
長
野
県
巡
察
報
告
書
」
に
あ
る
長
野

（19）

県
の
巡
察
報
告
と
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
民
情
は
概
し
て
「
酵
厚
素
朴
」
で
あ
る
が
、
旧
来
諸
藩
が
「
犬

牙
相
接
シ
」
た
た
め
に
地
域
の
風
俗
多
少
異
な
り
、
「
素
朴
温
順
」
も
あ
れ
ば
「
質

朴
ナ
ル
モ
固
隈
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
」
も
あ
り
、
松
本
地
方
は
こ
と
に
「
固
胆
ニ
シ
テ
変

酷
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
中
央
政
府
の
官
吏
と
地
方
県
郡
官
吏
と
の
み
ご
と

な
視
察
の
一
致
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
右
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
民
衆
を
い
た
ず
ら
に
固
階
で
進
取
の
気
に
乏
し

い
と
言
い
切
っ
て
ば
か
り
も
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
埴
科
郡
長
滝
沢
久
武
は
、

「
其
職
制
二
依
テ
開
庁
以
降
処
分
ス
ル
モ
ノ
三
富
壱
件
、
其
特
任
二
由
ッ
テ
処
分

ス
ル
モ
ノ
八
千
五
百
八
拾
七
件
、
奥
書
経
由
二
依
ル
モ
ノ
千
九
首
五
拾
九
件
ニ
シ

テ
、
上
申
下
達
ノ
日
々
月
二
増
加
ス
ル
「
前
年
二
比
ス
ル
拝
ハ
幾
ソ
ト
一
ヶ
年
ヲ

以
テ
半
歳
二
当
ル
ノ
増
産
ア
リ
、
是
レ
蓋
シ
郡
庁
設
置
以
遠
人
民
ノ
便
理
ヲ
得
ル

（20）

ニ
由
ル
モ
ノ
ナ
リ
」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
上
申
下
達
ノ
日
々
月
二
増
加
ス
ル
「
前
年
二
比
ス
ル
拝

ハ
幾
ソ
ト
一
ヶ
年
ヲ
以
テ
半
歳
二
当
ル
ノ
増
産
ア
リ
」
と
い
う
ほ
ど
で
、
民
衆
の
行

政
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
は
高
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
郡
長
は
、
民
衆
に
対
し
て
行
政
官
と
し
て
接
す
る
態

度
や
、
行
政
官
と
し
て
の
規
律
を
郡
役
所
庁
中
に
向
か
っ
て
定
め
た
の
で
あ
る
。
上

（21）

伊
那
郡
役
所
の
一
八
八
〇
年
十
月
の
「
事
務
概
略
取
調
書
」
の
車
に
つ
ぎ
の
史
料
が

ある。

庁
中
盟
終
審

郡
吏
タ
ル
モ
ノ
ハ
平
素
正
直
ヲ
旨
ト
シ
、
其
事
務
ヲ
処
ス
ル
ニ
方
り
苛
モ
事
理
二

適
セ
サ
ル
韓
ハ
討
幕
弁
論
其
見
ル
所
ヲ
尽
シ
、
他
日
二
於
テ
遺
憾
ア
ル
へ
カ
ラ

ス
、
依
テ
右
ノ
数
粂
ヲ
設
ケ
各
自
記
名
捺
印
シ
テ
約
束
ノ
警
固
ヲ
表
ス
、

一
人
民
二
対
シ
テ
ハ
言
語
温
柔
懇
切
ヲ
旨
ト
ス
、

l
節
倹
ヲ
勤
メ
質
素
ヲ
守
ル
へ
シ
、
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但
分
限
二
応
シ
暮
薔
卑
野
ノ
振
舞
ア
ル
べ
カ
ラ
ス
、

一
同
僚
ノ
交
際
ハ
真
率
ヲ
旨
ト
シ
軽
薄
ノ
振
舞
ア
ル
へ
カ
ラ
ス
、

l
役
所
二
於
テ
ハ
機
密
ノ
評
議
ヲ
除
ク
ノ
外
、
総
テ
公
談
ヲ
旨
ト
ス
、

一
私
謁
ハ
弊
害
ヲ
醸
ス
ノ
基
ナ
レ
ハ
、
公
事
ヲ
以
テ
民
庶
ノ
自
宅
へ
往
来
ス
ル
ヲ

禁ス、

一
巡
回
等
ノ
節
ハ
特
二
言
行
ヲ
護
、
、
、
飲
食
等
ヲ
貪
ル
へ
カ
ラ
ス
、

一
金
穀
貸
借
等
ノ
受
印
琵
印
等
ヲ
ナ
ス
へ
カ
ラ
ス
、

但
親
戚
友
誼
ノ
際
ハ
此
隈
二
非
ス
、

一
人
民
二
対
シ
金
穀
等
貸
借
ス
へ
カ
ラ
ス
、

但
親
戚
友
誼
ノ
際
ハ
此
隆
二
非
ス
、

右
之
通
相
定
侯
事

こ
れ
は
郡
役
所
職
員
の
盟
約
書
で
あ
る
。
郡
更
は
正
直
を
旨
と
し
、
事
務
は
討
議

弁
論
を
徹
底
す
る
と
約
束
し
、
人
民
に
対
し
て
は
言
語
温
柔
懇
切
に
す
る
こ
と
、
機

密
の
評
議
の
は
か
は
公
証
す
る
こ
と
な
ど
の
は
か
、
公
吏
と
し
て
の
公
正
な
行
政
態

度
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
郡
政
発
足
時
に
お
け
る
郡
役
所
の
姿
勢
を
示
し
て

い
る
と
み
ら
れ
る
。

紙
数
の
都
合
で
史
料
紹
介
を
以
上
で
と
ど
め
た
が
、
こ
の
は
か
、
郡
政
担
当
者
の

郡
民
に
た
い
す
る
認
識
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
、
士
族

の
対
策
が
あ
る
が
、
今
後
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
こ
れ
か
ら
の
筆
者
の
研
究
課
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
べ
き
問
題
を
二
、

三
述
べ
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。

第
l
は
、
郡
長
上
申
書
に
つ
い
て
残
さ
れ
て
い
る
問
題
を
継
続
し
て
と
り
あ
げ
た

い
。
た
と
え
ば
士
族
の
対
策
、
町
村
合
併
、
町
村
会
、
産
業
な
ど
の
問
題
で
あ
る
。

第
二
は
、
県
政
と
自
由
民
権
運
動
と
の
関
係
か
ら
み
た
県
行
政
の
対
応
と
そ
の
変

化
で
あ
る
。
こ
れ
自
身
大
き
な
課
題
で
あ
る
が
、
民
衆
の
運
動
と
そ
れ
に
た
い
す
る

民
衆
支
配
の
一
環
と
し
て
、
行
政
方
針
の
推
移
と
い
う
角
度
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

第
三
は
、
近
代
に
お
け
る
部
落
問
題
の
成
立
を
考
え
る
と
い
う
課
題
に
直
接
迫
る

た
め
に
、
一
八
七
〇
～
八
〇
年
代
に
お
け
る
部
落
問
題
に
か
か
わ
る
史
料
の
再
検
討

（
筆
者
の
既
研
究
で
と
り
あ
げ
た
も
の
の
）
、
お
よ
び
史
料
発
掘
を
課
題
と
し
た
い
。

そ
の
場
合
、
部
落
問
題
を
生
み
出
し
て
く
る
社
会
制
度
、
社
会
関
係
、
た
と
え
ば

町
村
合
併
の
施
行
を
め
ぐ
る
問
題
、
各
社
会
階
層
・
身
分
の
実
態
な
ど
を
、
総
合
的

に
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
註
1
）
　
部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
史
の
研
究
　
近
代
篇
』
（
一
九
八
四
年
刊
）
の
拙
稿

「
解
説
」
に
簡
単
に
紹
介
し
た
。

（
2
）
　
同
着
所
収
の
、
岩
井
患
熊
氏
、
鈴
木
良
民
な
ど
の
論
文
を
は
じ
め
今
日
ま
で
い
く
つ

か
抱
起
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
に
た
い
す
る
批
判
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）
（
4
）
　
『
明
治
文
化
全
集
』
第
一
巻
・
皇
室
篇

（
5
）
　
乙
部
泉
三
郎
霹
『
信
渡
御
巡
幸
鏡
』
（
昭
和
八
年
三
月
刊
・
盾
渡
御
巡
幸
錬
刊
行
会
）

九
〇
Ⅰ
九
一
貢
。

（
6
）
　
同
右
〓
ハ
七
貢
。
長
野
県
編
「
北
陸
東
海
両
道
御
巡
幸
ノ
節
奏
上
書
叛
」

（
7
）
　
同
着
〓
ハ
七
貢
。

（
8
）
　
同
右
一
五
一
貫
。
「
御
巡
幸
参
拾
年
給
会
号
」
は
明
治
天
皇
の
長
野
師
範
学
校
臨
幸

三
十
年
を
記
念
し
て
編
集
し
た
詳
細
な
巡
幸
記
銀
。

（
9
）
　
同
着
二
四
貢
。

（
ュ
0
）
　
同
右
九
一
貫
。

（
1
1
）
　
長
野
県
庁
所
蔵
『
公
文
編
冊
　
北
陸
東
海
両
道
御
巡
幸
ノ
節
奏
上
香
炉
　
明
治
十
一

年
』
（
県
立
長
野
図
書
館
保
管
）

（
1
2
）
　
上
条
宏
之
氏
教
示
。

（
1
3
）
　
前
掲
乙
部
泉
三
郎
編
『
膚
渡
御
巡
幸
銀
』
二
三
三
貢
以
下
。

（
1
4
）
（
1
5
）
（
2
0
）
　
長
野
県
庁
所
蔵
『
公
文
編
冊
　
長
官
巡
視
ノ
セ
ツ
郡
長
上
申
書
塀
　
明
治

十
三
年
』
（
二
冊
之
内
二
）

（
1
6
）
（
1
7
）
（
1
8
）
（
2
1
）
　
同
右
二
冊
之
内
二

（
空
我
部
政
男
編
『
脚
幣
宗
地
方
巡
察
使
寄
書
』
上
巻
（
完
八
〇
年
十
l
月
≡
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一
書
房
刊
）
。
拙
稿
「
近
代
の
生
活
・
文
化
の
形
成
と
地
域
」
（
長
野
県
短
期
大
学
人
文

社
会
研
究
会
滞
『
共
同
研
究
　
西
洋
文
化
と
そ
の
受
容
』
（
l
九
八
二
年
三
月
・
白
文

社
刊
）
三
八
貢
。

（歴史学）


